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　わたしたち野田市民は、日本国憲法、地方自治法の基本理
念に則り、地域の個性を生かしながら、基本的人権を尊重し、
平和を尊ぶ野田らしいまちづくりに懸命に努力を続けている。
　日本国憲法、地方自治法施行５０周年の節目の年にあたり、
わたしたちは、両法の重要性を再認識するとともに、市民憲
章の精神、平和祈念碑の碑文の精神を育みつつ、豊かな自然
と歴史を生かした健康な文化都市を目指すために、ここに野
田市を「個性豊かなまちづくりを行う人権・平和尊重都市」
とすることを宣言する。 （平成９年５月５日）

個性豊かなまちづくりを行う
人権・平和尊重都市宣言

◆
報
告
第
１
～
６
号
　
専
決
処
分
の
報
告

◆
議
案
第
１
号
　
野
田
市
総
合
計
画
基
本

構
想
及
び
新
市
建
設
計
画
の
変
更
　
野
田
市

総
合
計
画
基
本
構
想
と
新
市
建
設
計
画
の
変
更

に
伴
い
、基
本
構
想
は
地
方
自
治
法
第
２
条
第
 

４
項
の
規
定
に
基
づ
き
、新
市
建
設
計
画
は
市
町

村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
５
条
第
７

項
の
規
定
に
基
づ
き
、議
会
の
議
決
を
求
め
る

◆
議
案
第
２
号
　
字
区
域
の
変
更
及
び
設
定

　
野
田
市
花
井
東
土
地
区
画
整
理
事
業
の
施

行
に
伴
う
字
区
域
の
変
更
と
設
定

◆
議
案
第
３
号
　
野
田
市
長
の
選
挙
に
お
け

る
ビ
ラ
の
作
成
の
公
費
負
担
に
関
す
る
条
例

の
制
定
　
公
職
選
挙
法
の
改
正
で
、
地
方
公

共
団
体
の
長
の
選
挙
で
の
ビ
ラ
頒
布
が
認
め

ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
ビ
ラ
の
作
成
費
の
公
費

負
担
に
関
す
る
条
例
を
制
定

◆
議
案
第
４
号
　
野
田
市
斎
場
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
　
式
場
の
使
用
許
可
を
し
な
い
と
き

と
使
用
制
限
の
要
件
を
条
例
に
規
定
し
、
あ
わ

せ
て
小
動
物
の
火
葬
の
重
量
の
上
限
を
定
め
る

◆
議
案
第
５
号
　
野
田
市
農
産
物
直
売
所
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
　
農

業
の
振
興
と
障
害
者
の
自
立
支
援
の
た
め
、

農
産
物
直
売
所
を
設
置

◆
議
案
第
６
号
　
野
田
市
国
民
健
康
保
険

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、老
齢
等
年
金
給
付

の
支
払
を
受
け
て
い
る
年
齢
　
歳
以
上
の
国
民

65

健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
世
帯
主
を
対
象

に
国
民
健
康
保
険
税
を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
　
暴
力
団
員
の
不
法
行
為
か
ら
、市

営
住
宅
の
入
居
者
と
周
辺
住
民
の
生
活
の
安
全

と
平
穏
の
た
め
、
暴
力
団
員
の
入
居
を
制
限
す

る
規
定
を
設
け
、
あ
わ
せ
て
用
字
用
語
を
整
備

◆
議
案
第
　
号
　
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類

12

及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
の
制
定
　
雇
用
保
険
法
の
改
正
に
伴

い
、失
業
者
の
退
職
手
当
受
給
資
格
要
件
を
改
正

◆
議
案
第
　
号
　
財
産
の
無
償
譲
渡
　
市
の

13

財
政
負
担
を
伴
わ
ず
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の

個
室
、ユ
ニ
ッ
ト
化
な
ど
の
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向

上
の
た
め
、老
朽
化
し
た
野
田
市
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
鶴
寿
園
と
野
田
市
鶴
寿
園
老
人
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
建
物
を
、特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
鶴
寿
園
の
建
て
替
え
を
条
件
に
譲
渡

◆
議
案
第
　
号
　
野
田
市
道
路
線
の
認
定
　

14

路
線
整
理
の
た
め
認
定

◆
議
案
第
　
号
　
野
田
市
道
路
線
の
廃
止
　

15

路
線
整
理
の
た
め
廃
止

◆
議
案
第
　
号
　
野
田
市
総
合
公
園
の
指
定

16

管
理
者
の
指
定
　
野
田
市
総
合
公
園
の
指
定
管

理
者
に
、
財
団
法
人
野
田
市
開
発
協
会
を
指
定

◆
議
案
第
　
号
　
野
田
市
の
特
定
の
事
務
を

17

取
り
扱
わ
せ
る
郵
便
局
の
指
定
　
地
方
公
共

団
体
の
特
定
の
事
務
の
郵
便
局
に
お
け
る
取

扱
い
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
戸

籍
謄
抄
本
、
住
民
票
、
印
鑑
登
録
証
明
書
の

交
付
請
求
の
受
付
、
引
渡
し
の
事
務
を
取
り

扱
わ
せ
る
郵
便
局
を
指
定

◆
議
案
第
　
号
　
平
成
　
年
度
野
田
市
一

18

19

般
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◆
議
案
第
　
号
　
平
成
　
年
度
野
田
市
国
民

19

19

健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

◆
議
案
第
　
号
　
平
成
　
年
度
野
田
市
下

20

19

水
道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◆
議
案
第
　
号
　
平
成
　
年
度
野
田
市
老

21

19

人
保
健
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◆
議
案
第
　
号
　
平
成
　
年
度
野
田
市
用

22

19

地
取
得
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

◆
議
案
第
　
号
　
平
成
　
年
度
野
田
市
介

23

19

護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

’０7

１２
5１

整
理
に
関
す
る
条
例
の
制
定
　
学
校
教
育
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
よ
り
、条

例
で
引
用
し
て
い
る
学
校
教
育
法
の
条
名
に
移

動
が
あ
る
こ
と
か
ら
、関
係
条
例
の
規
定
を
整
理

◆
議
案
第
　
号
　
野
田
市
下
水
道
条
例
の
一

10

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
　
公
共
下
水
道

事
業
の
健
全
な
財
政
運
営
の
た
め
下
水
道
使

用
料
を
改
定
し
、あ
わ
せ
て
用
字
用
語
を
整
備

◆
議
案
第
　
号
　
野
田
市
営
住
宅
の
設
置
及

11

っ
て
徴
収
す
る
た
め
、条
例
の
規
定
を
整
備

◆
議
案
第
７
号
　
野
田
市
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
を
廃
止

す
る
条
例
の
制
定
　
野
田
市
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
鶴
寿
園
の
譲
渡
に
よ
り
条
例
を
廃
止

◆
議
案
第
８
号
　
野
田
市
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
　
野
田

市
鶴
寿
園
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の

譲
渡
に
よ
り
条
例
の
規
定
を
整
備

◆
議
案
第
９
号
　
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の

　
  総総
合
計
合
計
画画
のの
見
直
見
直
しし
やや

　
　
  　
農
産
物
直
売

農
産
物
直
売
所所
設設
置置

条条
例例 
な
ど
な
ど
　
議
案
議
案
をを
上上
程程

2323

　
平
成
　
年
第
４
回
定
例
市
議
会
は
、　
月
３
日
か
ら
　
日
ま
で
の
会
期
で
開
催
さ
れ
て
い

19

12

21

ま
す
。
今
議
会
で
は
、総
合
計
画
基
本
構
想
と
新
市
建
設
計
画
の
変
更
や
、農
産
物
直
売
所

設
置
条
例
の
制
定
、特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
鶴
寿
園
の
建
て
替
え
を
条
件
に
し
た
社
会
福
祉

法
人
へ
の
財
産
無
償
譲
渡
、補
正
予
算
な
ど
、　
議
案
を
上
程
し
審
議
さ
れ
て
い
ま
す
。

23

総合計画審議会の答申に基づき総合計画を見直総合計画審議会の答申に基づき総合計画を見直しし

平成 19年第４回 
定 例 市 議 会


